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自動車運転代行業継続支援金事業について【新規】

産 業 政 策 課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の拡大により利用者が大幅に減少し、経営状況が

悪化している自動車運転代行業者の事業継続を支援する。

２ 概 要

自動車運転代行業者の事業継続を支援するため、随伴用車両保有台数に応じ

た支援金を交付する。

・対 象 者 令和２年７月１日時点で秋田県公安委員会の認定を受けて

あああああああ いる自動車運転代行業者

・対 象 者 数 ２５０事業者（随伴用車両台数５００台）

・補 助 額 １台当たり７０千円

３ 予算額 ３５,０５９千円

(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

内 訳 ・負担金補助及び交付金 ３５,０００千円

・需用費、役務費（事務費） ５９千円

＜ 参考 ＞ 今後のスケジュール（予定）

７月２７日（月）申請書類等の公表

自動車運転代行業者への周知（郵送）

８月 ３日（月）申請受付開始

８日３１日（月）申請受付終了
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伝統的工芸品モニター等支援事業について【新規】

（伝統的工芸品等振興事業）

地域産業振興課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が大きく減少している県内の伝統的工芸

品産業を支援する。

２ 概 要

県内の産地や事業者が行う伝統的工芸品の販路拡大、新商品開発等の取組に対して助

成する。

事 業 名 称 伝統的工芸品モニター等支援事業 伝統的工芸品等振興補助事業

［新 規］ ［拡 充］

概 要 ・首都圏等で行うモニタリング ・各産地や事業者の課題に応じた取

等への補助 組への補助

（飲食業・宿泊業者への試供品 （展示会出展、ＥＣサイト開設、新

提供、モニタリング調査等） 商品開発、人材育成等）

補助対象経費 需用費（試供品購入）、専門家謝 使用料（出展料）、委託料、賃金（新

金、旅費等 規雇用者）等

補 助 率 ４／５以内 ４／５以内（２／３以内）

補助対象者 産地組合 市 町 村 1,200千円（1,000千円）

及び限度額 2,000千円（国県指定） 産 地 組 合 1,000千円 （800千円）

500千円（県指定等） 事 業 者 1,000千円 （800千円）

３ 予算額 １９,２５３千円

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

内 訳 ・補助金 １８,６００千円

・職員旅費等 ６５３千円

＜参考１＞ 秋田県伝統的工芸品

国県指定（４品目） 樺細工、川連漆器、大館曲げわっぱ、秋田杉桶樽

県指定 （３品目） イタヤ細工、川連こけし、秋田銀線細工

＜参考２＞ モニター支援事業のイメージ

県 産 地 組 合 試供品を提供 首都圏等の
補助金 飲食業・宿泊業等

モニタリング報告
▼ ▼
▼ ▼
▼ ▼

モニタリング結果を踏まえた新商品開発、 伝統的工芸品の
新たなプロモーション実施等 利用促進、ＰＲ
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輸送機産業受注開拓支援事業について【新規】

輸送機産業振興室

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の拡大による国内サプライチェーン分散化の流

れを捉え、県内企業への将来的な量産受注に繋がる開発試作の取組を支援する。

２ 概 要

・補 助 対 象 県内輸送機関係企業

・補助対象経費 試作に要する経費

（材料費、金型費、打合せ旅費 等）

・補 助 率 ４／５

・限 度 額 ４,０００千円

３ 予算額 ２４,０００千円（補助金）

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

＜ 参考 ＞

◆国内輸送機産業製造拠点

関東、中部、関西地域で約８割製造

⇒コロナ禍等で分散需要高まる

◆新規サプライヤー参入ステップ

ステップ１：開発試作 ⇒ 次期モデル新技術開発

＋サプライヤー候補技術力確認

大手企業

（客先）
参入希望企業

（※県内企業）

試作発注

納品

ステップ２：量産試作 ⇒ 目標コスト実現性確認（量産目処付け）

＋サプライヤー候補製造能力確認
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サテライトオフィス環境整備事業について【新規】

産 業 集 積 課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の拡大によるテレワークの普及を契機に、首都圏

を始めとする県外企業の本県への拠点設置を促進するため、県内サテライトオ

フィス環境を整備する。

２ 概 要

（１）Ｗｉ－Ｆｉ整備事業 ３,５４０千円

テレワーク時に安定した通信環境が確保できるよう、県内のサテライトオフ

ィスにおける最新のＷｉ－Ｆｉ整備に要する経費を助成する。

・補 助 対 象 レンタルオフィス、コワーキングスペース（※）などのサテ

ライトオフィスを運営する県内中小企業者

・補助対象経費 最新のＷｉ-Ｆｉ機器、高速回線に対応した光回線工事費等

・補 助 率 ３／４以内

※コワーキングスペース：複数の企業がフリーアドレス形式で利用する共同利用型の仕事環境

を実現するために用いられる場所

（２）利用促進事業 ４,１９０千円

企業誘致のＷｅｂサイトにサテライトオフィス特集ページを開設し、県外企

業に魅力あるテレワーク環境をＰＲする。

・Ｗｅｂサイト改修

・サテライトオフィス紹介動画作成（２０施設分）

（３）サテライトオフィス体験事業 ７７６千円

県内のサテライトオフィスに県外企業の社員等を招致するため、現地視察

や勤務体験に要する経費を支援する。

・支 援 対 象 県外企業の社員等

・支援対象経費 交通費、宿泊費及びオフィス利用料金（最大３日間）

・支 援 枠 １０名分
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３ 予算額 ８,５０６千円

(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

（１）Ｗｉ-Ｆｉ整備事業 ３,５４０千円（補助金）

（２）利用促進事業 ４,１９０千円（委託料）

委託料の内訳・Ｗｅｂサイト改修・制作費 ９６０千円

・動画作成費 ３,２３０千円

（３）サテライトオフィス体験事業 ７７６千円

内 訳 ・旅費 ５９６千円

・オフィス利用料 １８０千円
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かがやく未来型中小企業応援事業（新型コロナ対策枠）について【新規】

商業貿易課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の拡大により経営状況が悪化している県内中小

企業（非製造業）に対し、業績の回復とともに更なる成長を目指す取組を支

援する。

２ 概 要

既存の補助制度に補助率を引き上げた特別枠を設け、新たな業態への挑戦

や新システムの導入、新商品・新サービスの開発等に取り組む事業者へ助成

する。

・補 助 要 件 前年同月比で２０％以上売上が減少していること。

・補助対象経費 設備購入費、広告宣伝費、委託費、役務費、賃借料等

・補 助 率 １／２（国２／３、県１／３） ※通常枠は１／３

・限 度 額 ５,０００千円

３ 予算額 １５,０００千円（補助金）

財源内訳 １０,０００千円

５,０００千円

地域企業再起支援事業（令和２年度国補正予算）活用予定

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定
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煙火事業者応援事業について【新規】

資源エネルギー産業課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症の拡大により経営状況が悪化している煙火事業者を支援す

る。

２ 概 要

日本煙火協会秋田地区会が煙火事業者の企業活動の強化に向けて行う事業に対して助成

する。

・補 助 対 象 日本煙火協会秋田地区会

・補助対象経費 火薬類資格取得研修、製造・打揚技術研修及びＰＲ花火打揚営業活動

に要する経費

・補 助 率 １０／１０（県２／３、市町１／３）

３ 予 算 額 ３,１１４千円（補助金）

（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定）

＜ 参考 ＞ 県・市町予算額

区分 補助率 所在市町 事業者数 金額

県 ２／３ － － ３,１１４千円

１／３ 大仙市 ５事業者 ８６５千円

市 横手市 ２事業者 ３４６千円

町 秋田市 １事業者 １７３千円

美郷町 １事業者 １７３千円

計 ９事業者 ４,６７１千円
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「新しい生活様式」に対応した職業訓練環境整備事業について【新規】

雇用労働政策課

１ 目 的

県立技術専門校において「新しい生活様式」に対応したオンラインによる

職業訓練等を実施するため、各技術専門校のネットワーク環境を整備する。

２ 概 要

技術専門校の普通課程訓練生が場所を問わず技能を習得できるよう、オン

ラインによる学科訓練やＷｅｂによる指導動画等の配信を行うため、施設内

のネットワーク回線を整備するとともにタブレット端末等を導入する。

・整備内容 ビデオ通話アプリ、タブレット及びモバイルルーターの導入、

アクセスポイント設置による無線ＬＡＮ化等

３ 予算額 １７,５６６千円（委託料）

財源内訳 ８,７８３千円

８,７８３千円

職業能力開発校設備整備等事業費補助金活用予定

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用予定

委託料の内訳 ・機材費及びソフト購入費 ５４９千円

・端末購入費 ７,５９０千円

・無線ＬＡＮ化経費 ４,２００千円

・工事費 ３,６３０千円

・消費税及び地方消費税 １,５９７千円
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秋田県職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める条例の

一部を改正する条例案について（議案第１６３号）

雇用労働政策課

１ 改正理由

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省

令第１１１号）の施行に伴い、県立技術専門校が行う普通職業訓練の実施方

法に関する基準について所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容

普通職業訓練の実施方法に関する基準について、通信の方法により訓練を

実施するときは、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若し

くは面接指導又はその両方を行うこととする。（第４条関係）

３ 施行期日

公布の日

＜ 参考 ＞ 国の省令改正のポイント

学科訓練について、講師と訓練生が映像や音声により、互いにやりとりを

行う等の同時双方向型のオンラインによる訓練を可能とした。
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